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令和５年第３回（３月）袖ケ浦市教育委員会定例会議事録 

 

 

１ 開催日時  令和５年３月２３日（木）        午後２時２５分開会 

                            午後４時１０分閉会 

 

２ 開催場所  袖ケ浦市役所 旧館３階大会議室 

 

３ 出席者   

教育長 御園 朋夫 教育長職務代理者 多田 正行 

委 員 中村 伸子 委 員 髙野 隆晃 

委 員 若林 洋子 

  

４ 出席職員 

    

教育部長 小阪 潤一郎 
教育部次長 

（教育総務課長） 
渡邊 弘 

教育部参事 

（学校教育課長） 
前沢 幸雄 

教育部参事 

（生涯学習課長） 
高浦 正充 

スポーツ振興課長 鈴木 靖彦 
学校給食センター 

所長 
島田 宏之 

市民会館長  濱﨑 雅仁 中央図書館長 藤尾 善之 

郷土博物館長 西原 崇浩 学校教育課副参事 磯部 正史 

教育総務課副参事 竹川 義治 
教育総務課総務庶 

務班長 
君塚 和枝 

 

５ 傍聴定員と傍聴人数 

傍聴定員 ５人 

傍聴人数 ０人 

 

６ 議 題 

日程第１ 前回会議録の承認について 

 

日程第２ 今回会議録署名人の選出について 
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日程第３ 教育長・教育部長報告 

 

日程第４ 議案 

議案第１号 令和５年度袖ケ浦市教育基本方針及び目標について   

議案第２号 袖ケ浦市立小学校及び中学校の学区に関する規則の一部を改正

する規則の制定について 

議案第３号  袖ケ浦市立小学校及び中学校プール管理規程の一部を改正する

訓令の制定について 

     議案第４号  小規模特認校の取扱いに関する要綱を廃止する告示について 

     議案第５号  袖ケ浦市立蔵波小学校産業医の委嘱について 

     議案第６号  袖ケ浦市立学校給食センター管理運営規則の一部を改正する規

則の一部を改正する規則の制定について 

      議案第７号  袖ケ浦市第３子以降学校給食費免除実施要綱の一部を改正する

告示の一部を改正する告示の制定について 

議案第８号  袖ケ浦市文化財審議会委員の委嘱について  

議案第９号 袖ケ浦市立図書館における防犯カメラの設置及び運用に関する 

要綱の一部を改正する告示の制定について 

議案第 10号 袖ケ浦市教育委員会職員の人事異動について 

 

日程第５ 報告 

報告第１号 臨時代理の報告について（令和４年度一般会計補正予算（第１０ 

   号）及び令和５年度一般会計補正予算（第１号）） 

          報告第２号 臨時代理の報告について（県費負担教職員人事異動に係る袖ケ

浦市教職員人事の内申） 

 

日程第６ その他報告 

（１） 令和５年第１回袖ケ浦市議会報告について    

 

 

７ 議 事 

   日程第１ 前回会議録の承認について 

（教育長） 

   令和５年第２回袖ケ浦市教育委員会定例会の会議録の承認について、賛成の挙  

手を求めます。 

 

（教育長） 

   全員一致で承認されました。 
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日程第２ 今回会議録署名人の選出について 

（教育長） 

髙野隆晃委員を指名します。 

 

 

日程第３ 教育長・教育部長報告 

（教育長） 

   市内学校長との面談（２月１６日～１７日）、第２１期袖ケ浦市郷土博物館協議会

辞令交付式・第３回袖ケ浦市郷土博物館協議会（２月２８日）、令和４年度末人事異

動内示（３月１５日）に出席しました。 

 

（教育部長） 

   第５回袖ケ浦市公民館運営審議会（２月１４日）、袖ケ浦市学校給食食物アレルギ

ー対応検討委員会（２月２２日）に出席しました。 

 

 

日程第４ 議案 

議案第１号  令和５年度袖ケ浦市教育基本方針及び目標について 

（教育長） 

議案第１号について事務局の説明を求めます。 

   

（教育部次長（教育総務課長）） 

令和５年度袖ケ浦市教育基本方針及び目標を定めたいので、袖ケ浦市教育委員会 

行政組織規則第５条第１号の規定により、袖ケ浦市教育委員会の議決を求めます。 

提案理由は、令和５年度の袖ケ浦市教育基本方針及び目標を定めることについて、 

袖ケ浦市教育委員会の議決を求めるものです。 

   本市では、令和２年度から令和１３年度を計画期間とする「袖ケ浦市総合計画」の 

中で、市が目指す将来の姿を『みんなでつくる 人つどい 緑かがやく 安心のまち 袖 

ケ浦』とし、令和７年度までの前期基本計画の重点的取組の一つである、誰もが活躍 

するまちづくりの実現に向けて、「子育て・教育環境の充実」を図ることとし、学び 

を通じた「社会参加の促進」を図るとしています。 

   令和５年度は、令和３年度から令和１２年度までを計画期間とする、第三期袖ケ 

浦市教育ビジョン（袖ケ浦市教育振興基本計画）前期計画の３年目にあたります。 

第三期教育ビジョンは、基本目標に『未来を創る 心豊かで いきいきとした 人づく

り』を掲げ、【子ども】【生涯学習】【スポーツ】【文化財・文化芸術】の領域で基本目

標を実現するための４つの目標を設定し、様々な施策についての取組を進めていま

す。 

  今年度の主な取組についてですが、この内容は、令和５年第１回袖ケ浦市議会定

例会における施政方針の内容で、学校教育、学校体育、教育環境、生涯学習、スポー
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ツ、文化の分野での取り組みを記載しています。 

  令和２年から新型コロナウイルス感染症の影響で、社会経済活動に影響を受け、

活動の自粛が続いていましたが、昨年度からは、感染対策を講じながら本来の活動

に戻りつつあり、今年度は、コロナ以前の事業内容や課題を整理しながら、更なる成

果を目指した取組を進めてまいります。 

  次に、基本目標を実現するための分野ごとの目標を記載しています。これは第三

期教育ビジョンの内容を抜粋したものになります。 

 施策の目標設定については、基本目標を実現させるための４つの目標、施策の方

向性、施策、目標値の考え方、令和５年度の目標値を示しております。目標値の考え

方、目標値においては、４年度の状況を踏まえ、５年度の目標値を設定しておりま

す。 

 

（教育長） 

  委員に質疑を求めます。 

 

（髙野委員） 

図書に係る目標値の中に、児童生徒一人あたりの学校図書館年間図書貸出冊数、 

市民一人あたりの貸し出し点数があり、平均値で設定しています。読む人と読まない 

人の差があるので、平均値はあまり意味がないと思います。例えば、「市民一人あた 

り５冊以上読む人の割合を何割以上にする」のように目標を設定した方が本をたくさ 

ん読んでもらう目的を達成できるのではないでしょうか。小学校では、低学年の図書 

の貸出数が多くて、高学年になればなるほど読む子と読まない子の差が大きいそうで 

す。この目標設定だと正しく数値を理解することができないと思います。「一人５冊 

以上貸りる児童生徒の割合を７割以上にする」等に設定する方が図書の普及に繋がっ 

ていくと思いますので、次年度からは検討していただきたい。 

 

（中村委員） 

目標１）（５）「④教材活用や資料価値のある図書や資料を整え、学校図書館図書標 

準を達成した学校数」は、今回新しく入った目標値の考え方になっています。図書標

準は、文部科学省がクラス数に応じてあるべき冊数を示していて、学校にある蔵書数

と比べて文部科学省が示した数値より多ければ１００％達成、少なければ達成して

いないということになります。この目標値を市内１２校全校が１００％達成すると

設定されており、良い目標値になっていると思います。図書購入費を継続的に計上し

てもらう必要があるので、この目標は意味があり、大変有難いと思いました。自治体

によっては、使用価値のない古い図書を廃棄しないで１００％維持していると評価

するケースもあります。本市は目標値の考え方の中に、「教材活用や使用価値のある

図書や資料を整え」と入っていることで、きちんと使える図書が図書標準として１０

０％という高い水準の目標値になっています。この目標値を達成できるように努め

ていただきたい。加えて、今までこの部分にあった図書流通システムの目標値はなく

なっていますが、本市においてこの図書流通システムが当たり前になってきていると
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いうことだと思います。定着していることを高く評価するとともに、今後も袖ケ浦市

の読書教育に必須の図書流通システムを引き続き継続してほしいと思います。 

 

（多田委員） 

教育基本方針の中で、「地域に残された文化財」でなく、「地域に伝えられた」とい 

う表現の方が適切ではないでしょうか。残されたではなく、守ってきたという意味合 

いの表現に変更することを検討していただきたい。 

 

（教育部次長（教育総務課長）） 

検討いたします。 

 

（教育長） 

  この部分については、次回報告をお願いします。 

 

（髙野委員） 

目標２）（１）「公民館のホームページ等の更新回数」ですが、公民館によってば

らつきがあり、各館年５０回としていますが、加えて情報発信の方法としてライン

など今の時代に合った目標値の設定を次年度から検討していただきたい。 

 

（教育長） 

   議案第１号について、賛成の挙手を求めます。 

 

（教育長） 

   議案第１号は賛成全員で原案どおり議決されました。 

 

 

議案第２号  袖ケ浦市立小学校及び中学校の学区に関する規則の一部を改

正する規則の制定について 

（教育長） 

議案第２号について事務局の説明を求めます。 

   

（学校教育課長） 

袖ケ浦市立小学校及び中学校の学区に関する規則の一部を改正する規則の一部を

改正したいので、袖ケ浦市教育委員会行政組織規則第５条第２号の規定により、袖

ケ浦市教育委員会の議決を求めます。提案理由は、袖ケ浦市立平岡小学校幽谷分校

の本校への統合に伴い、学区の変更及び小規模特認校の規定の削除を行うとともに、

条文の整理を行うため、規則の一部を改正するものです。 

改正内容については、小規模特認校及び幽谷分校に関する部分を削除しています。

改正は、第２条及び第５条から第８条と別表になります。 
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（教育長） 

  委員に質疑を求めます。 

 

 

--- 質疑なし --- 

 

 

（教育長） 

   議案第２号について、賛成の挙手を求めます。 

 

（教育長） 

   議案第２号は賛成全員で原案どおり議決されました。 

 

 

議案第３号  袖ケ浦市立小学校及び中学校プール管理規程の一部を改正す

る訓令の制定について 

（教育長） 

議案第３号について事務局の説明を求めます。 

   

（学校教育課長） 

袖ケ浦市立小学校及び中学校プール管理規程の一部を改正したいので、袖ケ浦市

教育委員会行政組織規則第５条第２号の規定により、袖ケ浦市教育委員会の議決を

求めます。提案理由は、袖ケ浦市立平岡小学校幽谷分校の本校への統合に伴い、規程

の一部を改正しようとするものです。 

改正内容については、第２条の平岡小学校幽谷分校プールの部分を削除するもの 

です。 

 

（教育長） 

  委員に質疑を求めます。 

 

 

--- 質疑なし --- 

 

 

（教育長） 

   議案第３号について、賛成の挙手を求めます。 

 

（教育長） 

   議案第３号は賛成全員で原案どおり議決されました。 
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議案第４号  袖ケ浦市小規模特認校の取扱いに関する要綱を廃止する告示

の制定について 

（教育長） 

議案第４号について事務局の説明を求めます。   

 

（学校教育課長） 

袖ケ浦市小規模特認校の取扱いに関する要綱を廃止したいので、袖ケ浦市教育委

員会行政組織規則第５条第２号の規定により、袖ケ浦市教育委員会の議決を求めま

す。提案理由は、袖ケ浦市立平岡小学校幽谷分校の本校への統合に伴い、市内の小規

模特認校がなくなることから、就学の手続を定めた教育委員会要綱を廃止するもの

です。 

 

（教育長） 

  委員に質疑を求めます。 

 

（髙野委員） 

今後、小規模特認校へ通学を希望する保護者への対応はどうなりますか。 

 

（学校教育課長） 

各児童生徒の状況により、学校長の判断で、その子にふさわしい学校が学区外に 

あると認められれば、学区外通学の申請を受け、協議した上で承認していく形をと 

りたいと考えております。 

 

（教育長） 

   議案第４号について、賛成の挙手を求めます。 

 

（教育長） 

   議案第４号は賛成全員で原案どおり議決されました。 

 

 

議案第６号  袖ケ浦市立学校給食センター管理運営規則の一部を改正する規則

の一部を改正する規則の制定について 

（教育長） 

議案第６号について事務局の説明を求めます。  

  

（学校給食センター所長） 

袖ケ浦市立学校給食センター管理運営規則の一部を改正する規則の一部を改正した

いので、袖ケ浦市教育委員会行政組織規則第５条第２号の規定により、袖ケ浦市教育

委員会の議決を求めます。提案理由は、県が千葉県公立学校給食費無償化支援事業の継
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続を決定したことを受け、免除要件拡大の延長を行うにあたり、関係規則の一部を改正

しようとするものです。 

内容については、令和４年１０月に公布した袖ケ浦市立学校給食センター管理運営

規則の一部を改正する規則を元に戻す形となっております。県が給食費無償化の免除

要件拡大をもう一年延長すると決定していますので、これを受けて適用枠の拡大を本

市も一年延長するために、施行期日の令和５年４月１日を令和６年４月１日に改正し

ようとするものです。 

 

（教育長） 

  委員に質疑を求めます。 

 

 

--- 質疑なし --- 

 

 

（教育長） 

   議案第６号について、賛成の挙手を求めます。 

 

（教育長） 

   議案第６号は賛成全員で原案どおり議決されました。 

 

 

議案第７号  袖ケ浦市第３子以降学校給食費免除実施要綱の一部を改正する告

示の一部を改正する告示の制定について 

（教育長） 

議案第７号について事務局の説明を求めます。   

 

（学校給食センター所長） 

袖ケ浦市第３子以降学校給食費免除実施要綱の一部を改正する告示の一部を改正

したいので、袖ケ浦市教育委員会行政組織規則第５条第２号の規定により、袖ケ浦

市教育委員会の議決を求めます。提案理由は、県が千葉県公立学校給食費無償化支

援事業の継続を決定したことを受け、免除要件拡大の延長を行うにあたり、関係要

綱の一部を改正しようとするものです。 

内容については、議案第６号と同じく、県が給食費無償化の免除要件拡大をもう

一年延長すると決定していますので、これを受けて適用枠の拡大を本市で一年延長

するために、施行期日の令和５年４月１日を令和６年４月１日に改正、これに伴う

様式の変更の期限を一年間延長し、第３子以降の学校給食費免除を実施しようとす

るものです。 
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（教育長） 

  委員に質疑を求めます。 

 

--- 質疑なし --- 

 

 

（教育長） 

   議案第７号について、賛成の挙手を求めます。 

 

（教育長） 

   議案第７号は賛成全員で原案どおり議決されました。 

 

 

議案第９号  袖ケ浦市立図書館における防犯カメラの設置及び運用に関す

る要綱の一部を改正する告示の制定について 

（教育長） 

議案第９号について事務局の説明を求めます。 

   

（中央図書館長） 

袖ケ浦市立図書館における防犯カメラの設置及び運用に関する要綱の一部を改正

したいので、袖ケ浦市教育委員会行政組織規則第５条第２号の規定により、袖ケ浦

市教育委員会の議決を求めます。提案理由は、袖ケ浦市個人情報の保護に関する法

律施行条例の施行に伴い、袖ケ浦市個人情報保護条例が令和５年４月１日に廃止さ

れることから、袖ケ浦市立図書館における防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

の一部を改正することについて、袖ケ浦市教育委員会行政組織規則第５条第２号の

規定により、袖ケ浦市教育委員会の議決を求めるものです。 

内容については、第６条において、現行の袖ケ浦市個人情報保護条例の部分を個

人情報の保護に関する法律及び袖ケ浦市個人情報の保護に関する法律施行条例に改

正するものです。 

 

（教育長） 

  委員に質疑を求めます。 

 

（髙野委員） 

防犯カメラは、図書館以外にも設置されていると思いますが、他施設はどのよう 

な扱いになっていますか。 

 

（中央図書館長） 

市長が定めている例規については、市長部局で一括改正しています。 
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（教育部次長（教育総務課長）） 

他施設は防犯カメラについての要綱の設置をしていないため、教育委員会で該当 

しているのはこの図書館の要綱のみとなります。 

 

（髙野委員） 

図書館だけではなく、各学校や公民館など防犯カメラを設置している他施設の設 

置や運用も合わせて定めた方が良いと思いますので、要綱等の整備を検討していた

だきたい。 

 

（教育長） 

   議案第９号について、賛成の挙手を求めます。 

 

（教育長） 

   議案第９号は賛成全員で原案どおり議決されました。 

 

 

日程第５ 報告 

報告第１号 臨時代理の報告について（令和４年度一般会計補正予算（第 

１０号）及び令和５年度一般会計補正予算（第１号）） 

 

（教育長） 

報告第１号について事務局の説明を求めます。 

   

（教育総務課副参事） 

令和４年度一般会計補正予算（第１０号）及び令和５年度一般会計補正予算（第１ 

号））について、袖ケ浦市教育委員会行政組織規則第６条第１項により、臨時代理し 

たので、同条第２項の規定により報告します。理由は、令和５年第１回（２月招集） 

袖ケ浦市議会定例会に追加付議する教育委員会に係る予算議案について、地方教育行 

政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定により、市長から意見を求められたも 

ので、教育委員会の議決を要する案件でありますが、急施を要したため、臨時代理を 

行ったものです。 

内容については、令和５年度当初予算に計上した一部の事業が、国の補助金の前

倒し活用が可能になったことに伴い、それを補正第１号として削減し、令和４年度

補正第１０号として移し替えをしております。小中学校管理工事費において、歳出

では、令和５年度補正第１号で 22,264 千円の減、同時に令和４年度補正第１０号で 

22,264 千円の増となります。歳入では、令和５年度補正第１号で 17,831 千円の減、

同時に令和４年度補正第１０号では市債（借入金）の増と合わせて 22,135 千円の増

となります。 

工事の内容については、蔵波小学校体育館及び昭和中学校体育館のＬＥＤ照明工
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事、長浦中学校職員室のエアコン設置工事となっております。今回、補助金の前倒し

が可能となったことで、年度当初からの工事に向けた事業への着手が可能となり、

概ね夏休みくらいを目途に工事を進めていきたいと考えております。 

 

 

日程第６ その他報告 

（１）令和５年第１回袖ケ浦市議会報告について 

（教育長） 

その他報告（１）について事務局の説明を求めます。 

 

（教育部次長（教育総務課長）） 

令和５年第１回袖ケ浦市議会においては、２９の議案が提出され、各議案とも原案

可決されました。 

一般質問については、１１名の委員の方から２３件の通告がありました。このうち

教育委員会関係の質問は、根本議員から子ども施策について、励波議員から公共施設

等総合管理計画と進め方について、塚本議員から市雇用の支援教員等による子どもた

ちへの生活上の支援について、湯浅議員から、学校給食費無償化について、篠崎議員か

ら、公民館等社会教育分野の市長部局への移管について、吉岡議員から、林夫婦作のヤ

ードの市の対応についての質問があり、答弁を行いました。 

教育委員会から提出した３議案については原案可決され、２月の教育委員会定例会

において臨時代理報告を行った令和５年度一般会計当初予算、令和４年度一般会計補

正予算（第９号）についても可決されました。本日臨時代理報告を行った令和４年度一

般会計補正予算（第１０号）及び令和５年度一般会計補正予算（第１号）については、

予算審査特別委員会で承認されており、明日可決される予定です。 

 

 

以上 

 

 

※ 次の案件につきましては、袖ケ浦市教育委員会会議規則第１３条第１項第１号及

び第３号に該当するため、非公開となります。 

・日程第４ 議案第５号、議案第８号、議案第１０号 

・日程第５ 報告第２号 

 

 


